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八

十

四

号

 

 
個

人

向

け

国

債

の

取

扱

機

関

に

な

る

こ

と

が

で

き

る

者

の

う

ち

、

個

人

向

け

国

債

の

募

集

の

取

扱

い

を

認

め

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

ら

れ

る

者

を

除

い

た

者

を

変

更

し

た

の

で

、
個

人

向

け

国

債

の

発

行

等

に

関

す

る

省

令
（

平

成

十

四

年

財

務

省

令

第

六

十

八

号

）

第

四

条

第

五

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

個

人

向

け

国

債

の

取

扱

機

関

に

な

る

こ

と

が

で

き

る

者

の

う

ち

、

個

人

向

け

国

債

の

募

集

の

取

扱

い

を

認

め

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

ら

れ

る

者

を

除

い

た

者

を

定

め

た

件

（

平

成

十

七

年

十

二

月

一

日

財

務

省

告

示

第

四

百

五

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

し

、

平

成

十

八

年

三

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。
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「

、

六

和

証

券

株

式

会

社

」

の

次

に

「

、

山

形

證

券

株

式

会

社

、

ジ

ェ

ー

ビ

ィ

ッ

ク

証

券

株

式

会

社

、

株

式

会

社

エ

コ

・

プ

ラ

ン

ニ

ン

グ

証

券

」

を

加

え

、

「

、

高

知

市

農

業

協

同

組

合

」

の

次

に

「

、

北

大

阪

農

業

協

同

組

合

、

隠

岐

農

業

協

同

組

合

、

コ

ス

モ

ス

農

業

協

同

組

合

、

杵

築

市

農

業

協

同

組

合

、

大

分

市

農

業

協

同

組

合

、

佐

伯

豊

南

農

業

協

同

組

合

、
み

ど

り

の

農

業

協

同

組

合

」
を

加

え

、
「

、

山

形

庶

民

信

用

組

合

」

の

次

に

「

、

都

留

信

用

組

合

、

札

幌

中

央

信

用

組

合

」

を

加

え

、

「

、

し

ま

ね

信

用

金

庫

」

の

次

に

「

、

コ

ザ

信

用

金

庫

」

を

加

え

る

。

 

  


